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8-9 子育て支援センター 

 

子育て相談に応じ、ひいては児童虐待を予防し、親子・家庭が健やかに幸せ

になるお手伝いをすること。これが現代の保育園に少なからず求められ、福祉

としての保育園に期待されているところです。ここでは、「平成 24 年度地域に

おける子育て支援」に関する調査研究報告書中、第 5 章展望編から抜粋して参

考に供します。日本保育協会のホームページに掲載しておりますので、ぜひ、 

ご参照ください。 

 

（１）保育所の行う子育て支援センターに望むこと 

武庫川女子大学教授 倉石哲也 

はじめに 

保育所併設型の支援センターは、「保育対策等促進事業実施要綱」に補助金事業として具

体的な内容が規定されています。支援センター事業は平成 19 年度より地域子育て支援拠点

事業として児童館、つどいの広場を加えた「センター型」、「児童館型」、「ひろば型」とし

て再編されています。そして平成 20 年３月現在、センター型地域子育て支援拠点の中で保

育所は 82%の割合を占めています（土田、平成 24 年）。 

 筆者は子育て支援が隆盛を極めようとしている今であるからこそ、「保育所保育を基盤と

した子育て支援の専門性」について問い直し、国・自治体・地域で行われている子育て支

援の中での差別化を図ろうとすることは意味があると考えています。この項では児童館、

ボランティア、NPO、大学等が実施する子育て支援（ひろば型）と保育所が行う子育て支

援はどこが異なるのかを、内容、質、人材等について吟味することで、保育所が行う子育

て支援の独自性を踏まえながら併設型の支援センターの専門性を検討することに貢献した

いと思います。 

  Ⅰ．保育所併設型子育て支援センターの独自性 

１．子育て支援に求められる専門性 

保育所がその活動を開始し始めて以降、子どもの発達と保護者への子育て支援を実践し

て来ていることは揺るぎない事実であります。 

保育所は従来より、（１）愛着を基盤とした乳児から幼児までの発達と成長を促すための

保育の提供と、（２）家庭とのパートナーシップを重視した補完的な養育環境の提供を行っ

てきました。つまり、０歳から就学前までの子どもの発達・成長支援と養育者支援を専門

的に展開している児童福祉施設であり、保育所が地域子育て支援の拠点として整備される

ことは歴史的経緯からも必然性が高いと言えましょう。 

保育所の専門性とは、一日を通し、年間を通し子どもとその保護者に接し働きかけてい

けるところです。そして近年ではその保育技術に期待が寄せられ、虐待やネグレクトとい
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った不適切な関わりが疑われる親や育ちの気になる子どもへの見守りが要請されることが

増えてきています。また要保護児童対策地域協議会等を通して、虐待やネグレクト（の疑

いを含む）を要件とする保育所利用の数も徐々に増えてきているところです。このように

子育て支援を通して支援を必要とする親と子を発見し、保育所利用に結び付ける場合と、

既に保育所を利用している親子の中から不適切な関わりを発見した場合には、地域子育て

支援のネットワークを通して、その親子を見守りの必要なケースとして連携を取ることも

あります。課題を持つ親子の支援にあたる場合には、保育所単独或いは子育て支援事業単

独で対応するのではなく、他機関との連携の中で見守りやアウトリーチといった介入的な

支援の役割を果たすことが求められています。そういった意味では保育所併設型の子育て

支援センターのネットワーク、アウトリーチといった専門的機能と保育所の保育環境を含

む保育技術の機能の両面に寄せられる期待は極めて高いと云わざるを得ません。 

金子（平成 19 年）は、全国の地域子育て支援センターへの質問紙調査の回答から「今後

センターに求められる専門性」について、ａ）子どもと家族を個別的に支援する力、ｂ）

家族を支援するための関係調整力、ｃ）親のエンパワーメントを高める力、ｄ）保育力、

ｅ）アウトリーチ、ｆ）子どもと家族が抱える問題への対応力の６点にまとめています。

金子はこの結果を踏まえ、子育て支援拠点の方向性としてａ）地域福祉の拠点、ｂ）ソー

シャルワーク機能の展開、ｃ）地域ネットワークの構築、ｄ）アウトリーチ、が必要であ

る旨を指摘しています。 

２．保育所併設型子育て支援センターの独自性 

次頁の図は保育所に併設される地域子育て支援事業の有用性を表したものです。保育所

保育の専門性（Ⅰ）を活かしながら、地域子育て支援のニーズ（Ⅲ）に対応する、或いは

地域子育て支援の専門性（Ⅲ）を活かしながら、保育所保育にその専門性を還元する（Ⅰ）

といった相互互換的な子育て支援を展開することが可能になると考えられます。 

（１）保育所保育；図の「Ⅰ」 

Ⅰは保育所で一年間を通して日常的に営まれている保育を指します。日中保育所に子ど

もを預けている場合、保護者は子どもと一時的に離れている状況にありますが、子育てを

保育者と共に行っているという安心感が存在しています。子どもの発達上の「気になるこ

と」については保育者と相談することができますし、自分の子育ての方法や方向性につい

て保育者から支えを得ることもできます。このように、保育所保育の専門性とは、子ども

の発達と成長を促し支えるための保育と保育環境の提供にあるのです。0 歳から就学前まで

の子どもの健全な発達を保護者と共に連続的にトータルに捉えながら保育が展開されてい

ます。これは保育技術ということができます。また保育に関する保護者への日常的な支援

が期待されます。保育者の子どもへのかかわりは保育技術と同時に社会福祉援助技術の位

置づけではケアワークと呼ばれます。 

発達援助の専門職保育者の活動＝保育技術・ケアワークは子育て支援活動に還元されま

す。 
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（２）在家庭の子育て；図の「Ⅱ」 

Ⅱは在宅での日常的な子育てを指します。基本的には親や親族が主となって子どもを養

育している状況です。地域の子育て支援を利用（Ⅲ）しながら、或いは公園・遊び場の利

用、保護者同士の繋がりを作り、時にサークルに発展する場合もあります。しかし今日い

われているように在宅での子育ては孤立傾向にあると考えられ、「Ⅰ」の子どもの発達に関

する情報からは遠く、インターネットや情報誌等を通じて子育てを工夫する親の姿が想像

されます。親と子どもが生活する地域の状況によって子育て環境は大きく違いがあるでし

ょう。のびのびと子どもを育てることができる地域社会であるのか否かは、現在の子育て

に直接的に影響すると考えられます。その意味では、地域の子育て環境を理解すると共に、

親と子の日常的な「動き：動線」を知り、子育てのための親の苦心と工夫を把握する必要

があります。また育児ストレスや疾患など何らかの困難を抱えている親と子どもの「動き：

動線」も同様に把握する必要があると思われます。 

 

図：保育所併設型地域子育て支援センターの専門性 

 

      保育所保育   地域子育て支援   在家庭の子育て 
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（３）地域子育て支援事業；図の「Ⅲ」 

地域子育て支援拠点事業に期待される５事業（①育児不安等についての相談指導、②子

育てサークル・子育てボランティアの育成・支援、③地域の需要に応じた保育サービスの

積極的実施・普及促進、④地域の保育資源の情報提供、⑤家庭的保育を行うものへの支援）

が中心となります。ここでは特にセンター型について、特に保育所に併設される「子育て

支援センター」の有効性について、保育所で地域子育て支援を行うことによる（「Ⅲ」）、在

家庭の子育て（「Ⅱ」）への有効性と、それに加えて保育所保育（「Ⅰ」）への有効性をそれ

ぞれ考えてみます。 

①子どもの育ちと保育技術のモデリング機能 

在宅で子育てをする親にとって、子どもの育ちは未知数です。情報化社会の現代におい

て、インターネットを使うことさえできれば子育てを巡る情報は簡単に入手することがで

きます。一方で、地域社会の中で、０歳から就学前の子どもと、その子どもへの関わりを

直に見ることができる機会は著しく減少しています。そういった状況で、自分の子どもの
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「少し先の」子どもの育ちの姿を見ることができる機会は尊いものです。保育所併設型の

支援センターは在宅で子育て中の親に「少し先の」子どもの様子と、その子どもへの関わ

りを見てもらうことができるという意味において尊い機会を提供しているといえるでしょ

う。保護者にとっては子どもの姿や保育技術を「直に」見学できることは「百聞は一見に

しかず」、貴重な機会となります。 

保育所にいる多くの同年代の子どもの様子を見ること、少し先の子どもの育ちをイメー

ジできること、そして保育者の関わりを見ることは在宅で子育てを行う親によって貴重な

モデルになるということができます。 

地域における子育て支援の目的は、在宅の子育て家庭のニーズを拾い上げ、そのニーズ

に対応できる支援プログラムを提供することにあります。また地域における子育てを巡る

諸課題を敏感に感じ取り、その課題を解決するためのプログラムや事業を展開することも

地域における子育て文化の創造という、地域子育て支援の重要な柱となります。 

②課題を抱える親と子への持続的な支援 

課題を抱える親と子が発見された場合、或いは関係機関がそのような親子を発見し要保

護児童対策協議会から要請があった場合に、地域子育て支援拠点事業を通して、その子ど

もと親の保育所利用が近年増えてきています。何らかの困難や支援の必要性を感じる親子

が発見された場合には、併設する保育所の利用も含め、保育所が日常的に持つ情報の提供

による支援が可能となります。勿論、より専門性が求められる場合には、行政等との連携

を取りながら、持続的な支援が可能となります。センターに併設される保育所を身近に感

じることにより、困難を抱える親と子どもがさまざまなサービスや情報にアクセスしやす

い環境が整っていると考えられます。 

③保育所利用家庭への有効性（Ⅰ→Ⅲ）；課題を抱える親と子へのアプローチ機能 

既に保育所を利用している親と子どもに課題を発見した場合、関係機関との連携が必要

となります。子どもの発達、親の養育機能、経済問題等生活基盤の揺らぎ等について、保

育所は設置主体である自治体との連携機能を活かしながら、地域関係機関と協働した家庭

への働きかけが期待されます。加えてセンターが構築している情報やネットワークそして

人材等の活用なども期待されるところです。 

母子保健や生活福祉、児童福祉行政との連携が必要なことはこれまで繰り返し示唆され

ているところです。特に育児を巡る不安やストレス状況、不適切な養育環境が生じないた

めの予防的な支援活動は近年盛んに行われています。地域の関係機関との連携によって５

事業は間口の広がりと奥行きが生まれるだけでなく、情報交換や問題解決型の連携により

保育技術の高まりが期待できます。 

このように子育て支援拠点（センター）が保育所に併設されることにより、在家庭にも

保育所にも有効性があることが概観できます。 

 

Ⅱ．保育所併設型子育て支援センターに期待される専門性；保育ソーシャルワークのミ 
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クロ機能 

─個別対応：ケースワークを中心としたサービス提供─ 

ケースワークとは、個別的な援助活動のことを言います。個別的援助活動とは、相談者

が抱える、本人や家族では解決することが困難な生活上の課題を解決、或いは軽減するこ

とを目指す福祉的な実践活動を指します。相談を受けた専門職が生活上の困難に応じて助

言や情報提供を行いますが、問題の分析や評価を十分に行い、本人や家族が持つ力や資源、

そして意志を尊重しながら活動を行います。なお今日ではケースワークはソーシャルワー

クの考え方に包含されるようになっています。そこで本講義ではソーシャルワークの考え

を取り入れた、ケースワークについて紹介します。 

１．子育て相談とケースワーク実践 

併設型の長所を活かすための専門性としては保育ソーシャルワーク機能が期待されると

ころです。保育ソーシャルワーク機能にはミクロ、メゾ、マクロの３側面があります。 

ミクロとは個別的な援助技術を指します。課題を持つ家庭に対して、地域の専門機関の

ネットワークと専門性を組み合わせたマネージメントや連携を行うための機能です。メゾ

とはネットワークやマネージメントを有効にさせるための連携や協働のための働きかけを

行う機能です。そしてマクロとは、地域の関係機関や資源との連携や協働が上手くいくこ

とを目的とする地域や自治体への働きかけの機能です。特に地域の NPO やボランティアそ

して住民といった資源（ソーシャルキャピタル）への働きかけなどは、その活動を通して

地域の子育て文化を醸成するという点で意義が高いものです。このようなミクロ、メゾ、

マクロの機能の中で、特に今後の子育て家庭への働きかけを考えるという意味で子育て支

援に求められる保育ソーシャルワークのミクロ機能について考えてみたいと思います。 

子育て相談におけるケースワークとは、どのような実践となるのでしょうか。例えば、

子どもの育ちが不安であるといった相談の場合、育児やしつけの方法について簡単な助言

を求めているような内容から、育児を巡る家族間の意見の食い違いや、発達の偏りへの心

配、親のストレスやノイローゼ、時には経済的な問題などを背景に含んでいる場合もある

でしょう。このような相談には、簡単な育児の戸惑いや不安を丁寧に傾聴し助言を与える

といった関わりで終えるものから、保健所や療育の専門機関につなげたり、市町村の相談

窓口（家庭児童相談室など）を紹介したり、緊急に介入を要すると思われる場合には、福

祉事務所や児童相談所にケースの照会を行う場合もあるかもしれません。 

このように育児方法といった相談であっても、相談者が抱えている困難さによって対応

は個別対応から関係機関との連携対応まで多岐にわたるのです。ケースの内容に即するよ

うな援助活動を行うという趣旨から、個別的援助活動をケースワークと呼んでいます。 

ここでは、コーディネーターとしてケースワークの実践的な理解を習得するために、実

際の子育て相談場面でのインシデントについて検討します。次にコーディネートとケース

ワークの関係を解決し、相談者との関係づくり、支援者の心構え、傾聴の技法という具合

に実践の方法を具体的に考えます。そしてケースワークの原則とケースワークの発達の歴
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史を概観し、今日の子育て支援コーディネートにおけるケースワークの意義について理解

を深めます。 

２．インシデント事例からケースワークを考える 

では具体的に、子育て支援の場面で受ける相談からケースワークの方法について、イン

シデント（場面、出来事）をもとに考えてみます。 

子育ての相談や保育者にアドバイスを求める内容は多岐にわたります。子どもの育ちや

発達に関する相談、子育ての方法やしつけに関する相談、親自身の悩みや迷いについての

訴え、家族や親族といった人間関係についての訴えなど様々です。ここでは一つの相談場

面（インシデント）を想定し、コーディネーターとしての働きを考えてみましょう。 

 

〈インシデント〉 

生後３か月の子どもを連れて、子育て広場に遊びに来たＡさん。登録の手続き中から明

るく挨拶をしています。赤ちゃんを床に寝かせて他のお母さんと話をしていましたが、し

ばらくすると支援者（保育士）の所に来て、次のように話しました。 

“やっと家から出られたけれど、家では子どもと二人で過ごすことが多く、夜泣きには

イライラすることも多い。初めての子でわからないことだらけ。今、先輩お母さんたちと

話をしていたけれど、これから先が不安で仕方がないんです…。 

相談を受けたコーディネーターとして、あなたはどのような問題点を意識しながら母親

の訴えに耳を傾けるでしょうか。母親が語る内容によっては関係機関との連携が必要とな

る場合も想定されるかもしれません。どのような情報を聴き取り、その内容から母親と子

どもの置かれている状況を判断し、そして対応することを考えるでしょうか？ 

３．相談支援とケースワーク 

上のような相談は、子育て相談の中では日常的な訴えでしょう。母親は子どもの夜泣き

と親の辛さを訴えていますが、コーディネーターとしては様々な内容の異なる訴えに対し

て共通する対応を身に付ける必要があります。パールマン（H.H.Perlman）はケースワー

クを展開するための構造として「４つのＰ」を提唱しています。 

（１）本人の確認─person；親と子どもの健康さを確認するには？ 

（２）訴えの内容─problem；訴えの内容を確認するには？ 

（３）情報の提供─process；訴えに応じた助言や情報の提供を行うには？ 

（４）関係機関につなぐ─place；関係機関へのつなぎの意識とつなぎ方は？ 

（５）その他 

（１）本人らの確認─person 

親と子どもの健康さを確認するためには、傾聴と観察が中心となります。親の話しぶり

から情緒的には安定しているか、親自身からうつ等の病識を訴えていないか、話の内容に

は筋道が（辻つじ褄つまが＝論理性が）あるかといった言語的なコミュニケーションから

の確認を行います。また表情、仕草や態度、声のトーンといった非言語的コミュニケーシ
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ョンからの印象も、親の健康さを確認できるでしょう。また広場での様子やほかの保護者

とのかかわりの様子、子どもの体重、服装、視線、抱かれた様子、そして親の子どもへの

関わりや子どもから親への愛着行動への反応といった親子関係も、親と子どもの健康度を

予測するための視点となるでしょう。 

センターでの相談は個室などで行われることは少なく、また専門機関のように専門的フ

ェースシートがありません。従って、何気ない会話の様子から親子関係を読み取ることが

求められるようになります。 

（２）訴えの内容─problem 

訴えの内容は「今」のこと、「これまで=過去」、「これから＝未来」のこと等に分かれま

す。今の訴えは、過去の後悔や未来への不安から生じていると考えてよいでしょう。そこ

で聴き手は、現在の子どもの様子や親の心情を丁寧に聞きながら、先行きの不安やこれま

での子育てなどについて意識的に傾聴します。傾聴とは正に、耳や体を話し手の方に傾け

て聴くことを言い、「聴く」とは「耳で十四の心（気持ち）を受け止める」という意味があ

ると言われています。これまで上手くいかなった試み（attempted solution-試みられた解

決策）を丁寧に確認し、その試みを努力や工夫として確認し直し、これを「よくやってき

た」と肯定的に評価することも忘れてはならないでしょう。過去と現在の試みが労われる

ことで、親は現状を見つめながら自分で解決する（凌しのぐ）方法を見つけることができ

るかもしれません。このように、訴えの内容を確認すると同時に、不安やマイナスのこと

ばかりでなく、頑張りやプラスのことも確認し、親の力を引き出して親自身が問題に取り

組めるようにします。これをストレングス・アプローチと呼びます。 

（３）情報の提供─process 

助言と情報提供は子育てに関する一般的な内容から、それぞれの子どもの育ちや親の状

況、そして家庭環境などを踏まえた個別的なものまで幅広く行うことがありますが、ケー

スワークを意識する場合には２つの原則があります。一つは伝える内容のメリットとデメ

リットの両方を説明し、親に自分で考える場面を提供し吟味（reality testing）を促すこと

です。もう一つは、できる限り複数の選択肢を用意し、親が選べるような機会を作ること

です。不安を抱えると人間は論理的な思考や適切な判断ができにくくなります。不安への

囚われが強くなるために、二者択一的な判断に陥りやすいと考えられています。また、自

分で決断できずに依存的な傾向を示すようになります。今日のケースワーク（ソーシャル

ワーク）では、生活課題は問題を抱える「人」とその人を取り巻く「環境」との「相互関

係」から生み出されたものと考えられ、また人が環境に働きかける「力の回復」や「環境

の応答性」を高めることが、介入の方向性であると考えられています。（２）のストレング

ス・アプローチと同様に、人が持つ力の回復のためには、本人の自律性や対処能力を高め

て、抑圧された状況から解放させるための働きが重要であると考えられています

（C.Germein・小島蓉子、平成４年）。 

（４）関係機関への紹介─place 
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相談が進むにつれて、その相談は支援施設だけで対応できるものか、関係機関を紹介す

るか或いは連携をしながら対応すべきものなのか判断をしなければなりません。これまで

の（１）～（３）の段階でリスクアセスメントを行いますが、リスクの軽重で判断するだ

けでなく、次のような考えが必要となります。それは、訴えられる相談だけでなく、支援

者から窺がえる親子の状況の全般について、日常的に保健センター、市町村の対応相談窓

口などと共有しておくことです。このような日常的な状況報告、情報提供や意見交換が意

識的に行われることにより「連携の基盤」が出来上がります。そして関係機関につなぐと

きには、できる限り担当者の顔と名前が一致した状態で照会できるようにします。また日

常的な意見交換を通して、どの問題はどの関係機関に紹介すればよいのか、どの程度の問

題についてどのような紹介の仕方をすればよいのかというような、地域の特性を踏まえた

連携が整備されます。整備された連携によって、支援者は適切に親に紹介をすることがで

き、（３）と同様に紹介先のメリットとデメリット（適切に診断してもらえるが待機が長い、

直ぐに診てもらえるが２〜３回で終わる等）を親に伝えたり、複数の専門機関を紹介する

ことによって、親が選択できる機会を作ることができるようになります。 

（５）その他─ゲートキーパーとキーパーソン 

ゲートキーパーは相談を持ちかけて、支援者と話し合いを持つ人を言います。キーパー

ソンは問題を解決する際に影響力のある人を言います。子育ての相談の場合、相談を持ち

かけるのは多くの場合母親ですが、相談内容や話の方向によっては、母親が自宅に帰って

から家族と相談をするとひっくり返るということも起こりえます。これはキーパーソンが

ゲートキーパーと異なる判断をしたために起きた事態だと言えます。例えば、発達相談で

母親は相談の結果検査を受けようと思い、自宅で相談すると夫や祖父母から反対されてし

まったという状況などがこれに当てはまります。こうなると相談で話し合われたことは無

になります。そこで、母親が判断や決断をするような状況では、「ほかに相談する人はいな

いか」「誰に相談するか」を予め確認し、「その人は（母親の決断に）どう意見すると思う

か」と想定します。キーパーソンが反対するようであれば、説得するか納得してもらう方

法を一緒に考えるようにします。家族関係などの力動（ダイナミクス）を視野に入れた支

援も、コーディネーターとしての大切な意識です。 

４．コーディネーターとケースワーク 

今日のケースワーク（ソーシャルワーク）では、相談援助活動を行う際のシステム的思

考が求められるようになりました。 

（１）クライエント・システム 

クライエントは相談者と訳します。クライエント・システムとは、相談者や家族を取り

巻く生活状況や人間関係を視野に入れることを意味しています。先のゲートキーパーの箇

所で触れましたが、子育てにまつわる相談ごとであっても、母親と支援者だけで解決され

る問題ばかりではありません。家族や生活の全般的な問題が背景にうかがえる場合には、

クライエントを取り巻く状況について、本人からも情報を得ることを考えます。 
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（２）ワーカー・システム 

ワーカーは、支援者のことを指します。従ってワーカー・システムとは、支援者が所属

する機関の働き（設置の目的や機能）を認識しなければなりません。具体的には所属する

機関としてできることとできないことを明らかにして、できない事柄については関係機関

（施設）と連携を取るようにします。またその機関内のチームワークや連携もワーカー・

システムであり、これらが上手く機能しているか否かを理解する必要もあります。 

（３）ターゲット・システム 

ターゲットは、目標や焦点を意味します。ターゲット・システムとは支援を行う際の焦

点となります。ターゲットは相談者一人から、子どもと親の関係、夫婦や家族の関係、親

がすでに関わっている専門機関との関係など多様です。ターゲットは変化が起こりやすく、

介入がしやすい部分（関係性）であることが原則です。従って、ターゲットを相談者個人

において、ストレングス視点を用いて相談者の自律性や対処力を高めても問題が解決され

ない場合には、解決されにくい関係性が背後にあると考え、最も働きかけやすい部分（関

係性）に働きかけます。例えばそれは、乳幼児に関する行政のサービスを知っていなかっ

たり、母子保健や子育て相談の窓口への行きづらさかもしれません。このような場合には、

支援者が知る情報を相談者に直接教えたり、サービスが行き届く方法を考えます。その相

談者が窓口を利用しやすくするように事前に話し合い、相談に対する応答力を高めること

を目指します。これは正に支援のコーディネートであり、ターゲットとは提供できるサー

ビスが相談者のもとに届きやすくしたり、相談しやすい体制をつくりながら、必要な情報

やサービスをコーディネートして利用してもらうことに繋がっていきます。 

（４）アクション・システム 

アクションは、活動を意味します。アクション・システムとは正にコーディネートを行

うことです。ターゲットで明らかになった焦点に働きかけることで支援を行いますが、そ

の際に重要となるのはワーカー・システムの働きです。チームワークと連携が上手くとれ

ていれば、アクションを起こす際の役割分担が明らかになります。例えば夜泣きの問題に

加えて母親の不眠、家族関係の不安定さや経済的な問題を抱えているような場合には、そ

れぞれの問題に対応する関係機関（者）が母親との関係を良いものにして、サービスの提

供が行われるようにしなければなりません。関係機関同士に支援の内容や方向性が違わず、

足並みがそろうようにコーディネートする必要があります。 

このようにサービス提供をコーディネートする場合には、４つのシステムを意識しなが

ら関係機関のサービス内容や役割を確認・調整し、相談者に適するように順序立てて組み

合わせながら行えるように目指すこととなります。 

５．ケースワーク関係の原則 

原則とは、悩みや相談を訴える親との信頼関係を作りながら、支援活動を進めるための

法則を意味します。支援者は、善いと思う自分の考えを押し付けるのではなく、親が自分

の力で問題が解決できるようになるためのサービス提供を目指します。 
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（１）個別化 

訴えられる問題は同一でも、背景に潜む問題は個々別々です。相談を数多く受けると以

前の相談の解決方法に当てはめて考えようとすることがあります。これは批判されるもの

ではなく結果的に類似した対応になる場合も考えられますが、支援者は、相談者の個別の

事情を丁寧に聞き取り、固有の問題を理解した上で情報やサービスの提供を行います。 

（２）生活経験尊重の原則 

相談者が日常に体験している思いや感情を表現することを促すことをいいます。親が子

育ての辛さや不安を訴える場合、支援者は励ましたり元気づけようとするかもしれません。

しかしその前に親が経験している感情を十分に表出できるように、支援者は自分の情緒を

安定させながら、親の感情に寄り添うような意図的な関わりができなくてはなりません。

親は否定的な感情が肯定的な思いと同様に表現でき、それを受け止められる体験を通して、

相談者との信頼関係を深めていくと考えられています。 

（３）受容の原則 

「あるがままに人を受け容れる」ことを意味し、相談者を支援者の先入観や思い込みで

判断することを戒めます。相談の内容や態度、話し方、身なりや子どもへの関わり方等に

よって支援者の親を受け容れる態度に差別化が起きることは避けなければなりません。も

ちろん他者の権利を脅かしたり、自分を傷つけるような行為は許されるものではありませ

ん。相談とは親の訴えや子どもへの関わりの善し悪しを審判（評価）することではなく、「罪

を憎んで人を憎まず」の精神と同様に、相談に至る状況や背景を把握し、結果ではなく過

程を受け容れる活動を指します。 

（４）自己決定を尊重する原則 

相談の場面では助言を求められることが多く、支援者は指示的に関わってしまう場合も

少なくありません。しかし情報提供のところでも述べましたが、人間は自分で物事を決め

る力を持っており、また決めたいという欲求を持っていると考えられています。人に頼る

のはその力や欲求が発揮されないようなストレス的な環境が影響していると考えます。従

って、親が依存的な態度を示したとしても、「どうしたいのか？」「何ができそうか」とい

うことを共に考える姿勢を示し、情報を提供する際にも複数の選択肢を提示して、親自身

が選択し決定できるように支えます。 

（５）秘密の保持 

職務上知りえた利用者に関する情報や生活の様子については、秘密を守り他者に漏らす

ことがあってはなりません。しかし連携を考える場合には、個人の情報を専門職と共有す

る必要があります。その場合は予め連携するために情報を共有することについて了解を取

る必要があります。なお虐待（の疑い）については、親の同意よりも情報の共有が優先す

ることが法律で決められています。 

（６）自己覚知・自己活用の原則 

相談支援活動では支援者の考え方、大切にしている価値観、人間の相性や関係の取り方、
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癖、ストレス対処の方法など、個人の持つ特徴などによって、また相性や好みから支援関

係に差別化が起きかねません。そうなることを防ぐためには、支援者は自分のことを振り

返り（自己覚知）、支援活動に望ましい影響を与えられるように、自己の活用を心がけるよ

うにします。 

６．ケースワークの沿革 

ケースワークの起源は、19 世紀後半の産業革命以降に発生したスラム街での慈善訪問活

動であったと考えられています。この活動は友愛訪問（Friendly Visiting）と呼ばれ、教会

が中心となって組織された慈善組織協会（Charity Organization Society；COS）によって

行われていました。友愛訪問活動の中心は、教会に通うボランティアでした。このボラン

ティアによる活動を専門的な援助活動に引き上げたのが、メアリー・リッチモンド（Mary 

Ritchmond；小松源助、昭和 54 年）です。 

リッチモンドは、ボランティアが訪問を続けている家庭の人々のことを、個人の道徳的

な基準で評価する傾向にあることに気づき、そのことに疑問を持ちました。「（支援の）価

値がある貧民」と「価値のない貧民」が主観的基準で選別されるのを防ぐために、リッチ

モンドは本人や家族のみならず関係者からの情報収集を丁寧に行い、なぜスラム街の人々

が立ち直ることが難しいのか、それぞれが抱える個別の生活事情を把握し、援助方針を立

てる必要があることを説きました。これが「社会診断」といわれるケースワークが専門性

を持つようになった最初の理論的な考えになります。援助者が持つ道徳的な基準は、その

人が生きていくうえでの軸ではあるけれど、人を評価するために用いるものではないこと、

そのような選別を防ぐためには多角的で的確な情報の収集によって個別の生活課題を心理

的に社会的に分析（診断）し、サービスにつなげていく努力をしなければならないとリッ

チモンドは説いたのです。この考え方は現代の子育て支援にも通じるでしょう。支援者が

正しいと思う子育ての基準や親としての生き方に利用者を当てはめ、「善いか悪いか」を評

価するのではなく、なぜその保護者が子育てに行き詰まりを感じるのかについて、本人か

ら或いは家族や関係機関から情報を集めて分析・評価し、その人に合った援助の方法を作

り上げることがケースワークの沿革から学ぶ本質であると言えます。 

まとめ 

最後に本項を終えるに当たり、保育所併設型子育て支援センターに期待される機能とし

て、以下のようにまとめます。 

①子育てに関する相談或いは課題が伺える親子については、課題を考えられる内容を親

と子どもそれぞれの心理面と親と子を取り巻く生活面の両方から理解する。 

②相談で訴えられる内容や観察される親子関係から、これまでの努力を推測し労い（取

り組みを評価し）、親と子どもの（潜在的な）力を引き出すようにそれぞれに働きかける。 

③家族や地域の本人を取り巻く人間関係＝生活環境を中心に情報を聴き取り或いは関係

機関を通して情報を収集し、周囲の人間関係＝生活環境が親と子どもに与える影響につい

て理解しようとする。 
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④本人の力が引き出され、生活環境が望ましい方向に進むために、考えられるサービス

を提供し、専門機関や相談窓口につなげることを考える。また併設する保育所の利用を積

極的に想定する。 

⑤関係機関が効果的に連携できるように、情報の共有や援助方針の共通理解を持つ。そ

のためには併設する保育所を交えながら、日常的に情報交換などを行う。 
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